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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　特定の測定物との反応により変色する薬剤が封入されたガラス管と、
　長方形状に形成されたラベルの巻付先端側の長辺側部分に測定物に関する表示を含む表
示部が設けられるとともに当該巻付後端側の長辺側部分に前記表示部を覆うための透明な
被覆部が設けられ、さらに、当該ラベルの巻付後端側の長辺側部分の端縁部を鋸歯状に形
成して剥離防止部が設けられた目盛ラベルとを備え、
　前記目盛ラベルは、前記被覆部が前記表示部上に重なるように前記ガラス管上に多重に
巻き付けた状態で貼り付けられていることを特徴とする検知管。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、気体又は液体の特定の測定物の濃度を測定するための検知管に関する。
【０００２】
【従来の技術】
　一般に、アンモニアなど、気体又は液体を測定の対象としてその測定物の濃度を検出す
る場合には、例えば、検知管と称されるものが用いられる。
【０００３】
　この検知管は、透明のガラス管内に、特定の測定物と反応して変色する薬剤が封入され
たもので、ガラス管の表面には、測定物の名称や、測定物の濃度を示す目盛等が印刷され
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ている。
【０００４】
　この検知管を用いて濃度を測定する場合には、測定物の種類に応じた検知管を選定し、
検知管内に測定物を送り込み、特定の薬剤が変色した部分に当たる目盛を読み取ることに
よって、対象物の濃度を検出する。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
　ところで、このような従来の検知管にあっては、ガラス管の表面が擦れた場合に、印刷
された目盛や測定物の名称が消えてしまい、測定物の濃度を示すことができずに検知管と
しての機能を発揮できなかったり、あるいは、測定物に用いる検知管を特定できないこと
があった。
【０００６】
　このような問題を解決するためには、測定物の名称や目盛を印刷したラベルをガラス管
に貼付することによって、ガラス管に直接印刷した目盛等が消える事態を避けることも考
えられるが、その場合、例えば、ラベルに水滴が付着するとそのラベルが剥がれやすくな
るという問題がある。
【０００７】
　本発明は、このような従来の技術の課題を解決するためになされたもので、その目的と
するところは、表面が擦れても目盛等の表示部が消えず、しかも、その表示部が印刷され
たラベルが剥がれない目盛ラベルを付した検知管を提供することにある。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するためになされた請求項１記載の発明は、特定の測定物との反応によ
り変色する薬剤が封入されたガラス管と、長方形状に形成されたラベルの巻付先端側の長
辺側部分に測定物に関する表示を含む表示部が設けられるとともに当該巻付後端側の長辺
側部分に前記表示部を覆うための透明な被覆部が設けられ、さらに、当該ラベルの巻付後
端側の長辺側部分の端縁部を鋸歯状に形成して剥離防止部が設けられた目盛ラベルとを備
え、前記目盛ラベルは、前記被覆部が前記表示部上に重なるように前記ガラス管上に多重
に巻き付けた状態で貼り付けられていることを特徴とする検知管である。
【０００９】
　本発明によれば、目盛ラベルに印刷された表示部を目盛ラベル自身の被覆部で覆うこと
により、表示部が擦れて消えることを防止でき、さらに、被覆部が設けられた巻付後端側
の長辺側部分の端縁部を鋸歯状に形成することにより、ガラス管の表面上に多少の凹凸が
あっても、鋸歯状の部分がそのような凹凸表面に沿って密着するため、目盛ラベルが剥が
れることを防止できる。
【００１０】
【発明の実施の形態】
　以下、本発明に係る検知管の好ましい実施の形態を図面を参照して詳細に説明する。
【００１１】
　図１は、本実施の形態に用いるガラス管の概略構成を示す図である。
　図２（ａ）は、本実施の形態の目盛ラベルを示す図、図２（ｂ）は、同目盛ラベルの剥
離防止部の形状を拡大して示す図、図２（ｃ）は、本実施の形態の目盛シートを示す図で
ある。
【００１２】
　図１に示すように、本実施の形態に用いられるガラス管１は、透明なガラスを用いて細
長く中空円筒状に形成された管状の部材に薬剤２が封入されたものである。
【００１３】
　このガラス管１は、外径Ｄ（例えば３mm～６mm）、長さＬ１（例えば、１３０mm、１４
７mmの２種）をもって形成される。一方、薬剤２は、ガラス管１内に一定の長さＬ２をも
って占めている。
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【００１４】
　この薬剤２は、所定の色を有する粉体物からなり、例えば、エチルアルコール、アンモ
ニア等、特定の気体又は液体を対象とする測定物と反応して当初の色と異なる色に変化す
るものである。
【００１５】
　また、ガラス管１には、薬剤の他に、例えば、除湿剤（検知の際に妨害となる水分を除
去するもの）、反応剤（検知の際に都合のよい物質に変化させるもの）、保護剤（薬剤２
の劣化等を防ぐもの）、除去剤（検知の際に妨害となる成分を除去するもの）等の粉体物
３が封入されている。
【００１６】
　この粉体物３は、薬剤２の反応前の色と異なる色（例えば白色）を有している。これに
より、ガラス管１は、薬剤２の境界２ａが識別されるようになっている。
【００１７】
　そして、ガラス管１は、その両端部分に形成された球体部４が切断されることにより、
測定物と連通可能な状態になるようになっている。
【００１８】
　図２（ａ）に示すように、本実施の形態の目盛ラベル１０は、ガラス管１に貼付するた
めのもので、ポリエチレンテレフタレートを用いて透明な長方形状に形成されており、ラ
ベル１１の表面に表示部１２が所定の範囲に印刷され、裏面に接着剤が塗布されてなる。
【００１９】
　ここで、ラベル１１の厚さは、特に限定されるものでないが、厚さが２５μｍ～３５μ
ｍの範囲にあることが好ましい。ラベル１１の厚さが、２５μｍ未満の場合には、ラベル
１１を剥離紙から剥がしにくいという不具合があり、３５μｍより大きい場合には、ラベ
ル１１がガラス管１から剥がれやすいという不具合がある。
【００２０】
　ラベル１１の長辺の長さＬ３は、特に限定されるものでなく、ガラス管１の長さＬ１か
ら球体部４が占める部分を除いたもの、すなわち、実質的な円筒部分の長さより短ければ
よい。
【００２１】
　ラベル１１の短辺の長さＬ４は、ガラス管１の外径Ｄと、後述する表示部１２の長さＬ
５及び余白部１３の長さＬ６とに応じて定められる。
【００２２】
　目盛ラベル１０の表示部１２は、測定物の名称、測定物の濃度を示す目盛等を含む内容
が、ラベル１１の先端側（図２（ａ）の上方側）の端縁から短辺方向の長さＬ５をもって
占める範囲内に示されている。
【００２３】
　この目盛は、測定物の性質に応じて、薬剤２が測定物との反応により変色する度合を、
測定物の濃度として示せるような間隔を刻む細線で表示され、また、濃度０となる基準線
１２ａは太線で表示されている。一方、測定物の名称については、測定対象物として例え
ばエチルアルコールを示す「Ｃ2Ｈ5ＯＨ」が示されている。
【００２４】
　このような表示部は、例えば、ラベルプリンタを用いて印字されるが、印字方式につい
ては、特に限定されるものでない。
【００２５】
　本実施の形態の場合、目盛ラベル１０には、この表示部１２の他に、透明な部分のみか
らなる余白部１３が、所定の大きさで形成されている。この余白部１３は、表示部１２の
後端縁から短辺方向の長さＬ６だけ離れた範囲を占めている。
【００２６】
　ここで、表示部１２の短辺長さＬ５は、表示部１２の内容のすべてがガラス管１の側面
にわたって表示されるように、ガラス管１の外周長さＤπより小さく定められている。ま
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た、余白部１３の短辺長さＬ６は、目盛ラベル１０がガラス管１に巻き付られた場合に余
白部１３が表示部１２のすべてを覆うように、ガラス管１の外周長さＤπより大きく定め
られている。
【００２７】
　本実施の形態のように、表示部１２の短辺長さＬ５を、例えば、ガラス管１の外周長さ
より幾分短めに設定した場合には、ラベル１１の短辺長さＬ４は、ガラス管１の２周分の
長さより幾分長めになる。
【００２８】
　一方、目盛ラベル１０の後端部分（余白部１３の後端部分）には、略鋸歯状の剥離防止
部１４が形成されている。
【００２９】
　図２（ｂ）に示すように、この剥離防止部１４は、目盛ラベル１０がガラス管１に巻き
付けられた場合に目盛ラベル１０の端縁が捲れないようにする点と、ラベル１１の短辺長
さＬ４が必要以上に長くならないようにする点とを比較考慮した上で、山と谷が連続する
形状において、ピッチＰが２mm～１０mmの範囲内に、さらに好ましくは、３mm～５mmの範
囲内に含まれるように定められている。また、同様の観点から、山の高さ及び谷の深さの
合計Ｈが、２mm～１０mmの範囲内に、さらに好ましくは、４mm～６mmの範囲内に含まれる
ように定められている。
【００３０】
　なお、このような目盛ラベル１０は、プレス加工によって作成されるが、金型を保護す
る観点から、剥離防止部１４における山の頂部や谷の底部にはＲが付されている。
【００３１】
　図２（ｃ）に示すように、本実施の形態の目盛シート２０は、一連の長尺の剥離シート
２１の表面に目盛ラベル１０が所定の間隔をおいて複数配列されて構成される。この目盛
シート２０においては、各目盛ラベル１０が、すべて同一の姿勢になるように、すなわち
、表示部１２や剥離防止部１４が、それぞれ、同じ側になるように配置されている。
【００３２】
　なお、剥離シート２０の裏面には、各目盛ラベル１０の間ごとに、目盛ラベル１０につ
いての処理を行うための黒いマーク２２が印刷されている。
【００３３】
　図３は、本実施の形態に用いられるラベル貼付装置の概略構成を示す正面図、図４は、
同ラベル貼付装置の概略構成を示す平面図である。
【００３４】
　図３又は図４に示すように、本実施の形態のラベル貼付装置３０は、ガラス管１ごとに
目盛ラベル１０を貼付するためのもので、ガラス管１の送出機構３１と、目盛ラベル１０
の搬送機構３２と、巻付機構３３とに大別される。
【００３５】
　ガラス管１の送出機構３１は、ガラス管貯蔵箱３１ａからガラス管１を１本ごとに搬送
路３１ｂに落とし込み、ガラス管１の薬剤２の境界２ａにつき光センサ３１ｃが検出した
値に応じて、押出部材３１ｄがガラス管１をスライドさせることによって、ガラス管１を
目盛ラベル１０の基準線１２ａを目標にした一定の位置に揃えつつ巻付機構３３にまで送
り出すように構成されている。
【００３６】
　目盛ラベル１０の搬送機構３２は、ロール状に巻回した目盛シート２０から、剥離部３
２ａが目盛ラベル１０を一枚ごとに剥がし、搬送部３２ｂがエアー吸引により目盛ラベル
１０を保持しつつ巻付機構３３にまで搬送するように構成されている。
【００３７】
　巻付機構３３は、目盛ラベル１０の搬送機構３２から送られる目盛ラベル１０に対し、
押圧ローラ３３ａが回転しながら接触する一方で、ガラス管１の送出機構３１から送られ
るガラス管１に対し、一対のガイドローラ３３ｂが保持しつつ、押圧ローラ３３ａに目盛
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ラベル１０を挟んだ状態で押し付けるように構成されている。
【００３８】
　以下、本発明に係る目盛ラベルの貼付方法の好ましい実施の形態を、ラベル貼付装置を
用いた場合を一例にして図面を参照して詳細に説明する。
【００３９】
　図５（ａ）（ｂ）は、本実施の形態の目盛ラベルの貼付方法を説明するための図である
。図６は、本実施の形態の検知管の概略構成を示す正面図である。
【００４０】
　図５（ａ）に示すように、目盛ラベル１０を、表示部１２側の端縁を先端にして、押圧
ローラ３３ａとガイドローラ３３ｂとの間で回転しているガラス管１に向けて送り、その
先端縁を押圧ローラ３３ａとガラス管１の間に挟み込ませる。
【００４１】
　この場合、ガラス管１は、長手方向の位置が調節されているため、目盛ラベル１０の基
準線１２ａが薬剤２の境界２ａ上にくる。
【００４２】
　そして、ガラス管１をほぼ一回転させることにより、目盛ラベル１０のうち表示部１２
を、ガラス管１の表面上に巻き付けながら貼付し、さらに、ガラス管１をもう一回転させ
ることにより、目盛ラベル１０のうち余白部１３を表示部１２上に巻き付けながら貼付す
る。
【００４３】
　さらに、目盛ラベル１０の剥離防止部１４が目盛ラベル１０上に巻き付いた後に、ガイ
ドローラ３３ｂを降下させる。
【００４４】
　これにより、図５（ｂ）又は図６に示すように、ガラス管１に目盛ラベル１０が貼付さ
れた検知管４０は、目盛ラベル１０の表示部１２が、目盛ラベル１０自身の余白部１３に
より覆われる一方で、目盛ラベル１０の剥離防止部１４が検知管４０の側面の母線上を横
切った状態で、すなわち、剥離防止部１４の要素をなす山と谷の各辺が検知管４０の側面
の母線と交わった状態で貼り付く。
【００４５】
　以上述べたように本実施の形態によれば、目盛、測定物の名称等の表示部１２が印刷さ
れた目盛ラベル１０に余白部１３を含ませてその余白部１３によりそれ自身の表示部１２
を覆うようにしたことから、表示部１２が擦れて消えることを防止でき、さらに、余白部
１３の端部分を剥離防止部１４として鋸歯状に形成したことから、ガラス管１の表面上に
多少の凹凸があっても、剥離防止部１４の各辺がそのような表面に沿って密着するため、
目盛ラベル１０が端縁から剥がれることを防止できる。
【００４６】
　その結果、このような目盛ラベル１０をガラス管１に貼付することによって表面が擦れ
ても目盛等の表示部が消えず、しかも、その表示部１２が印刷されたラベルが剥がれるこ
とのない検知管４０を得ることができる。
【００４７】
　また、本実施の形態によれば、目盛ラベル１０に表示部１２のみならす余白部１３も加
えてガラス管１に多重に巻き付けるようにしたことから、何らかの衝撃荷重が検知管４０
に生じてガラス管１が破損しても、ガラスの破片や薬剤２が飛び散らないという利点があ
る。
【００４８】
　さらに、本実施の形態によれば、目盛ラベル１０の端部分に剥離防止部１４を形成して
この目盛ラベル１０をガラス管１に多重に巻き付けるようにしたことから、ガラス管１自
体の表面粗さを目盛ラベル１０を介在させることによって緩和し、そのような表面に剥離
防止部１４の各辺が密着するため、ガラス管１の表面仕上げの精度が粗くても済むという
利点がある。
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　さらにまた、本実施の形態によれば、目盛ラベル１０に印刷した表示部１２を余白部１
３で覆うようにしたことから、表示部１２が露出しないため、ガラス管１に直接印刷する
ような例えばスクリーン印刷などの方式に限定されず、ラベルに印刷できる方式であれば
その如何を問わない。
【００５０】
　なお、本発明は上述の実施の形態に限られることなく、種々の変更を行うことができる
。
　例えば、上記実施の形態においては、目盛ラベル１０の剥離防止部１４の形状を、山と
谷が連続した鋸歯状にしたが、本発明の場合、剥離防止部１４は、ガラス管１の側面の母
線と交わるような直線又は曲線を含む要素が連続したような形状であればよい。
【００５１】
　また、図７（ａ）（ｂ）は、本発明の目盛ラベルの剥離防止部の他の形状を拡大して示
す図であるが、剥離防止部１４の形状を、図７（ａ）に示すように、五角形を要素とする
連続した形状にしてもよいし、図７（ｂ）に示すように、曲線からなる矛先状を要素とす
る連続した形状にしてもよい。
【００５２】
　さらに、上記実施の形態においては、目盛ラベル１０に印刷した部分をそれ自身の余白
部１３で覆うようにしたが、本発明の場合、目盛ラベル１０の裏面側（接着剤側）に、目
盛等の表示部１２を反転印刷すれば、目盛ラベル１０をガラス管１に巻き付けた際に表示
部１２が露出しないため余白部１３を余分に確保する必要がなくなる。
【００５３】
【発明の効果】
　以上述べたように本発明によれば、表面が擦れても目盛等の表示部が消えず、しかも、
その表示部が印刷されたラベルが剥がれない目盛ラベルを付した検知管を得ることができ
る。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本実施の形態に用いるガラス管の概略構成を示す図である。
【図２】（ａ）：本実施の形態の目盛ラベルを示す図である。
（ｂ）：同目盛ラベルの剥離防止部の形状を拡大して示す図である。
（ｃ）：本実施の形態の目盛シートを示す図である。
【図３】　同ラベル貼付装置の概略構成を示す平面図である。
【図４】　同ラベル貼付装置の概略構成を示す平面図である。
【図５】（ａ）（ｂ）：本実施の形態の目盛ラベルの貼付方法を説明するための図である
。
【図６】　本実施の形態の検知管の概略構成を示す正面図である。
【図７】（ａ）（ｂ）：本発明の目盛ラベルの剥離防止部の他の形状を拡大して示す図で
ある。
【符号の説明】
１…ガラス管　２…薬剤　１０…目盛ラベル　１２…表示部　１３…余白部（被覆部）　
１４…剥離防止部　２０…目盛シート　２１剥離シート　４０…検知管
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【図３】 【図４】
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【図７】
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